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Ⅰ．はじめに

日本の地方自治体において公契約条例を制定する動き
が広まりつつある。2009 年 9 月に千葉県野田市が日本
で初めて公契約条例を制定したのを皮切りに、2013 年
12 月現在、川崎市、多摩市、相模原市、国分寺市、渋
谷区、厚木市、足立区において、国の最低賃金法に基づ
く最低賃金とは異なる最低賃金設定を求める賃金条項を
もつ公契約条例が制定されている 1）。全国建設労働組合
総連合によると、公契約法等を求める意見書採択・条例
制定した全国の地方自治体の議会数（2013 年 7 月 17 日
現在）は、903 にも上っている 2）。こうした日本におけ
る公契約条例の特徴は、地方自治体が発注する一定金額
以上の請負工事契約や工事以外の業務委託契約におい
て、契約締結先企業に対して賃金下限額を設定し、その
遵守を求めていることである。またこうした賃金下限額
は最低賃金法により定められる当該都道府県の地域別最
低賃金額よりも高い金額に設定される。こうした我が国
の公契約条例のモデルとなったと考えられるのが、アメ
リカの生活賃金条例（Living Wage Ordinance）であ
る。1994 年バルティモア市で初めて制定されて以降、
現在 140 以上もの地方自治体が生活賃金条例を制定して
いると言われている 3）。本論文は、そうした中、近年、
市長と議会で生活賃金条例制定を巡って訴訟にまで発展
したニューヨーク市の生活賃金条例の歴史、近年の適用
拡大に向けた動き、現状と課題、そして日本の公契約条
例および最低賃金制度への示唆を得ることを目的とす
る。本論文の構成は次の通りである。まず、アメリカ合
衆国およびニューヨーク市における生活賃金条例の歴史
および近年の取り組みについて確認する。次に低所得者

対策としてのニューヨーク市の生活賃金条例について評
価を行う。最後に、ニューヨーク市の生活賃金条例の取
り組みの日本の公契約条例と最低賃金制度への示唆につ
いて考察を行う。

Ⅱ．ニューヨーク市の生活賃金条例の歴史と
近年の取り組み

1．アメリカの公契約に関わる賃金規制の歴史
アメリカ合衆国における公契約を対象にした賃金基準

を設定する取り組みは、80 年以上も前から行われてい
る 4）。連邦政府の財政資金による建設事業（2000 ドル
を超える契約）に従事する労働者に対して、少なくとも
地域で支払われている産業相場賃金（Local prevailing 
industry wage）が支払われることを定めた「デーヴィ
ス・ベーコン法」が当時のフーバー大統領と連邦議会に
よって 1931 年に制定された 5）。1 万ドルを超える、物
の製造及び供給に関する契約における事業に適用される
ウォルシュ・ヒーリー公契約法が 1936 年に成立してい
る 6）。1965 年には、当時のリンドン・ジョンソン大統
領と連邦議会は、「マクナマラ・オハラ・サービス契約
法（The McNamara-O'Hara Service Contract Act

（SCA)）」を成立させた。これは、連邦政府が契約（2500
ドルを超える）しているサービスの労働者（管理人、警
備員、カフェ労働者等）に対して、相場賃金（Prevailing 
wage）を支払うことを規定したものだった 7）。

また、米国州政府においては、1931 年のデーヴィス・
ベーコン法成立前に、カンサス州において、1891 年に
公契約を規制する法律が制定された。その内容は、カン
サス州および同州内の地方自治体との契約における公共
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工事に従事する労働者に対して、当該地方において一般
的に通用している賃金の支払いを請負人に義務づけるも
のであった 8）。その後、他の州も同様の州法を制定する
動きが進んだ一方で、カンサス州を含むいくつかの州に
おいて、法律を廃止、もしくは裁判所により無効とされ
たため、2010 年現在では、ニューヨーク州を含む 31 州
とワシントン D.C.（District of Columbia）において、
公共工事契約に関して相場賃金を支払うことを求める法
律が存在しているとのことである 9）。

市レベルにおける公契約に関わる賃金規制を含む条例
は、1994 年にメアリーランド州バルティモア市におい
て、初めて生活賃金条例（Living Wage Ordinance）と
いう形で制定された。当時の連邦最低賃金が時給 4.35
ドルだったのに対し、1996 年から時給 6.1 ドルの最低賃
金をバルティモア市が契約しているサービス提供事業者
の労働者に適用することとなった 10）。その後、こうし
た連邦最低賃金を上回る金額の時給を定める地方自治体
独自の生活賃金条例制定が全米に広がり、2007 年には
約 140 もの数の地方自治体が生活賃金条例を持つに至っ
たという 11）。

Neumark and Wascher (2008) は、アメリカの生活賃
金条例の特徴として、①連邦政府や州政府が定める最低
賃金よりもはるかに高い賃金水準が設定される、②各市
は家族構成について異なる定義をしているものの、生活
賃金は、1 人のフル・タイム労働者を持つ家族が、連邦
政府が定める貧困ラインに達するように設定される賃金
水準である場合が多い、③生活賃金の対象者は非常に限
定されたカバレッジであり、そのほとんどが市からの業
務を受注する民間事業者（City contractors）で、市か
らの補助金や税の減免を受ける企業も含まれる、といっ
た 3 点を指摘している 12）。したがって、連邦政府や州
政府が定める最低賃金と比べ、その対象となるカバレッ
ジが極めて限定されること、そうした最低賃金よりも高
い水準の最低賃金額が定められることに特徴があるとみ
ることができる。

2．ニューヨーク市の生活賃金条例の歴史と近年の取り
組み

ニューヨーク市における公契約に関わる賃金規制は、
全米の市の中でも早く、1996 年に相場賃金（Prevailing 
wage）に関する法律が制定された。この法律は、ニュー
ヨーク市が契約するサービス供給に関わる民間事業者の

うち、建物サービス（管理人等）、フード・サービス、
一時的なサービス（Temporary services）に従事する
労働者に相場賃金を支払うことを定めたものであっ
た 13）。2002 年に、市議会は初めて生活賃金条例を制定
し、ブルームバーグ市長もこれに署名した。この生活賃
金条例は、①ニューヨーク市が民間事業者と契約する
サービスのうち、ホームケア・サービス、デイ・ケア・
サービス、ヘッド・スタート・サービス 14）、脳性麻痺
を持つ人に対するサービスに従事する労働者のみを対象
とする限定されたカバレッジだった、②ニューヨーク市
が、補助金を支出した民間事業者所有の開発プロジェク
ト地（スタジアム、コンベンション・センター、ショッ
ピング・モール等）で働く労働者は適用外、③雇用者か
ら医療保険を提供されている労働者は、最低時間当たり
賃金が 8.1 ドル（2006 年に 10 ドルとなった）、医療保険
を提供されていない労働者は、最低時間当たり賃金 9.6
ドルが設定された 15）。

2010 年 5 月、ニューヨーク市から 100 万ドル以上の
補助金（財政支援）を受けた民間事業者所有の開発プロ
ジェクト地で働く労働者へ生活賃金を適用拡大する条例
案がニューヨーク市議会に上程された 16）。この条例案
で規定された生活賃金は、雇用者から医療保険を提供さ
れている労働者の最低時間当たり賃金が 10 ドル、医療
保険を提供されていない労働者の最低時間当たり賃金は
11.5 ドルである 17）。この条例案の詳細は、7 ページの付
表の通りである。

2010 年のニューヨーク市生活賃金条例の動きの背景
として、①ピッツバーグ市やロス・アンゼルス市等の都
市において、市から財政支援（補助金）を受けた事業で
働く労働者に対して、生活賃金を設定し、これらの政策
が経済成長の低下を引き起こすことなしに、低所得階層
にとって良い職を作り出しているという認識があった、
②一方で、ヤンキー・スタジアムやゴールドマン・サッ
クスの建物の建設、コーニー・アイランドの再開発等、
近年、市から財政支援を受けた事業に従事する労働者の
多くは、貧困の生活しかできない賃金しか適用されず、
事業者からの医療保険提供もないという事実があった、
③こうした市の財政支援を受けている、すなわち、多額
の税金が投入されている事業において、市民は公正かつ
公平な見返りを期待する権利を有しているという認識
が、コミュニティ・グループ、信仰に基づく団体、市民
権活動家、労働組合等の間で共有されていた、ことなど
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が指摘されている 18）。
こうした市民グループの支持を受けて、生活賃金適用

拡大条例案提出に至ったニューヨーク市議会とは異な
り、ブルームバーグ市長は当初からこの条例案に反対の
意向を表明し、市議会が可決した条例案に対して、拒否
権を発動している 19）。その理由は、①他の場所では、
こうした高い賃金を支払う必要がないにもかかわらず、
100 万ドル以上の財政支援を受けている事業の雇用者は
支払わなければならない、②企業は、高い人件費を嫌
い、ニューヨーク市への投資を回避する。そしてそれは
本来創出されたであろう雇用を失うことにつながる、③
あるいは、こうした高い賃金のために、市政府、すなわ
ち、税支払者は、より寛容な財政支援を提供しなければ
ならなくなる、④市議会は、企業所有者から収益を奪
い、それを特定の選定された集団に与えようとしてい
る。しかし、それは自由市場が機能する方法ではない。
より寛容な財政支援もしくは税金と職の喪失という形で
税支払者へのコストとなる、⑤賃金を引き上げる方法
は、政府が法規制を設定するということではない。政府
の役割は、より広いベースでの経済成長に向けて努力す
ることであり、そうした経済成長が人々に経済的階層を
上がっていく機会を与えることにつながる、といったこ
とである 20）。

3．ニューヨーク市生活賃金条例の適用拡大の経済効果
こうしたブルームバーグ市長の反対姿勢を支持する調

査報告書を、ニューヨーク市の経済開発公社（New 
York City Economic Development Corporation（EDC））
が Charles River Associates という民間調査機関に委託
して作成させている 21）。その主な内容は、ニューヨー
ク市議会に提出された新たな生活賃金条例案の経済効果
についてであり、①マンハッタンにおけるオフィス事業
の約 24％、マンハッタン外における小売事業の約 33％
が今回の生活賃金適用拡大によるコスト増の影響で中止
される、② 6,000～13,000 人のニューヨーク居住者が雇
用されないことになる、③ 34,000～62,000 人の労働者が
時間当たり 1.65～1.67 ドルの平均賃金上昇の恩恵を受け
る、④貧困世帯の割合を 0.01～0.02% 引き下げる一方
で、雇用喪失により、非常に貧困度合が強い世帯の割合
を 0.05～0.12％増やすことになる、となっている 22）。

こうしたニューヨーク市長側の調査報告書に対して、
非営利経済研究団体の一つである財政政策研究所

（Fiscal Policy Institute（FPI））とワシントン D.C. と
ニューヨーク市に事務所を置く非営利組織の全米雇用法
プ ロ ジ ェ ク ト（National Employment Law Project

（NELP））およびグッド・ジョブズ・ニューヨーク
（Good Jobs New York）は、共同でこの市長側の報告書
についての評価を公表している 23）。その骨子は次の通
りである。①不動産市場のインパクト分析において、提
案されている条例案に含まれていない補助金プログラム
を含めているため、分析自体に誤りがある。②不動産市
場のインパクト分析は、最初から補助金がなければ開発
事業が行われないとの想定を置いている。しかし、市の
報告書のアドバイザーである David Neumark 博士自身
のカリフォルニアについての研究においては、経済開発
補助金は雇用水準および雇用増加率において統計的に有
意な効果はなかったとしている。③最も驚くべきこと
に、賃金水準がどのように開発事業に影響を与えるかと
いう最も重要な証拠を精査することに失敗している。④
労働市場インパクト分析においても、Neumark 博士自
身の過去の研究において他の都市で 80％以上の低賃金
労働者が生活賃金によってカバーされているという想定
を行っていることをニューヨーク市にも適用している。
これは根本的な欠陥である。多くの都市において、企業
への支援となる補助金を受けている事業に従事する労働
者で生活賃金によってカバーされている人は非常に少な
い。Neumark 博士の 2003 年のロス・アンゼルス市の研
究において、90％の低所得労働者が生活賃金によってカ
バーされているとしているが、実際は 1％未満の労働者
しかカバーされていなかった。これは、Neumark 博士
のメソドロジーが、生活賃金条例によってほとんどカ
バーされていない労働者における効果を測定しているこ
とを意味し、これはその地域の他の傾向をとらえ、その
原因を生活賃金政策に求めていることになる。2010 年
に公表された、Lester & Jacobs による補助金を受ける
事業を対象とした生活賃金条例の研究は、より詳細な
データ・セットを用いて雇用に関する負の影響の証拠は
ないとしている。この分析が、ニューヨーク市側

（EDC）による研究において推定された雇用喪失に対す
る強い反証を示していると言えるとしている 24）。

このように生活賃金の導入、さらに言えば、最低賃金
の引き上げによる雇用への影響に関して、アメリカにお
ける議論は未だ明確な方向性を示しているとは言い難
い。生活賃金の効果、最低賃金引き上げの効果について
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は、アメリカにおいて多くの実証研究があるが、その研
究者の立場、そうした賃金規制に反対か賛成かによっ
て、研究結果が対立する構図が 1990 年代頃から継続し
ている。この点については、後で再び述べることとす
る。

なお、今回のニューヨーク市生活賃金条例の適用拡大
案は、当初案から修正が行われ、最終的には、生活賃金
適用のカバレッジがかなり縮小されたものとなった。そ
の主な点は、①当初案よりも狭い対象となる裁量的な財
政支援のみへ適用される、②年間の収益が 500 万ドル未
満の小企業等が適用から除外、③補助金を受けた事業者
の不動産施設所有権が 50％未満の事業施設に入るテナ
ント、サブ・テナントは適用から除外、④非営利団体、
製造業企業、一部の住宅関係、Food Retail Expansion 
to Support Health (FRESH) program に参加している小
売業者、建設契約業者、建物サービス契約業者、一部の
商業開発事業は適用除外、といったものである 25）。し
たがって、生活賃金条例適用拡大条例の最終版の経済効
果は、正および負の効果があるとしても、当初案と比較
してかなり弱くなったものと推察される。

2012 年 6 月に、ニューヨーク市議会は市長の拒否権
を覆す決定を下し、新たな生活賃金条例は 2012 年 6 月
26 日から実際に適用されている 26）。これを踏まえ、ブ
ルームバーグ市長は連邦裁判所に訴訟を起こしたもの
の、2013 年 7 月に生活賃金適用拡大を阻止する「法的
権限をニューヨーク市は有していない」ということを理
由に、ブルームバーグ市長の訴えを退けた 27）。

Ⅲ．ニューヨーク市の生活賃金条例に関する
考察と日本への示唆

ニューヨーク市の 2012 年生活賃金条例の適用拡大に
ついて、いくつか指摘がなされうる。まず、2002 年に
生活賃金を時間当たり 8.1 ドル（医療保険あり）とし、
2006 年に 10 ドルへ引き上げられたが、その想定してい
る世帯、計算根拠が明確でない上、全米においても物価
が非常に高いニューヨーク市において、単身者であって
も時給 10 ドルでは、家賃を含めて生活することは非常
に困難と考えられる。Pearce（2010）は、ニューヨー
ク州の各地域における実際の生計費を根拠に算出した自
己充足賃金（Self Sufficiency Wage）を公表している。
Pearce （2010）によれば、2010 年南マンハッタンにお

ける自己充足賃金（時間当たり賃金）は、成人 1 人
23.94 ドル、成人 1 人と幼児 1 人 35.13 ドル、成人 1 人、
幼児 1 人、就学前児童 1 人および学生 1 人 57.71 ドル、
成人 2 人と幼児 1 人、就学前児童 1 人で 22.87 ドル（1
成人当たり）としている 28）。これらの自己充足賃金と
比較して、ニューヨーク市の生活賃金がいかに低い水準
であるか理解できる。

次に、生活賃金が適用されることによって、以前より
も賃金が上がる低所得労働者の総賃金上昇額を誰が負担
するかということがある。岸（2012）が日本の公契約条
例について議論したように 29）、公契約の委託先事業者、
あるいは補助金の支出先の民間事業者において、連邦政
府およびニューヨーク州政府の最低賃金額（2013 年現
在 7.25 ドル）を生活賃金額の 10 ドルに引き上げなけれ
ばならなくなった場合、どこまで民間事業者がその賃金
上昇額を負担するかという問題である。これについて
は、サービスの業務委託契約の場合、ニューヨーク市が
サービスを民間事業者から購入するため、その購入金額
の中に賃金上昇分をニューヨーク市の業務委託金額に転
嫁する、すなわち、パス・スルー（pass through）させ
ることができるかどうかにかかっている。随意契約であ
るなら、その可能性は高いが、競争入札により事業者を
選定する場合は、当然、各事業者は費用を抑制しようと
するため、時間当たり賃金以外の費用項目を削減し、結
果として、入札価格に大きく影響しないこともありう
る。あるいは、サービスは人件費が大半を占めるケース
が多いため、そのまま入札価格および業務委託価格に反
映され、結果として賃金上昇分すべてではないにせよ、
ある程度、業務委託価格が生活賃金適用以前に比べて高
くなる可能性もあり、この場合、人件費の一部をニュー
ヨーク市に、すなわち、税支払者に転嫁していることに
なる。また、開発事業の補助金を受けた事業者は、補助
金内で人件費上昇分を抑えることができるかどうかとい
うことがあり、また補助金が事業開始時の 1 回限りの場
合、その後事業が継続する限り、生活賃金以上の賃金を
対象となる労働者に払い続けなければならないことによ
り、他の費用項目（労働時間、労働者数を含む）で費用
削減を行うことで調整しようとする可能性もある。一方
で、収益が上がり、会社の業績向上分で人件費増分をカ
バーできる、つまり生産性上昇に伴う賃金の上昇とする
ことができる可能性もある。

上で述べたように、生活賃金制定および対象拡大の影
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響に関する実証研究は、最低賃金引き上げの効果と同様
に、研究者と研究結果に一貫性がある。すなわち、生活
賃金制定および対象拡大による雇用への負の影響がない
とする代表的な研究は、Pollin, Brenner, Luce, and Wicks-
Lim（2008）であり、またこれらの研究者は一貫して、
雇用へ負の影響がないという研究を発表し続けている。
一方、生活賃金制定および対象拡大による雇用への負の
影 響 が あ る と す る 代 表 的 な 研 究 は、Neumark and 
Wascher（2008） で あ り、David Neumark 教 授 は、
1990 年代から最低賃金引き上げ、各市の生活賃金条例
は雇用へ負の影響があるとする研究を発表し続けてい
る。現時点で、アメリカにおける生活賃金条例の雇用へ
の影響についての研究結果に関して、明確な結論は見い
出すに至っていないようである。

第 3 に、労働者の公平性の観点からみて、生活賃金条
例が正当化されうるのかといった疑問が生じる。岸

（2012）で議論したように、公契約に関わる労働者と補
助金を受ける事業に従事する労働者といった特定の労働
者グループにのみ、他の労働者よりも高い最低賃金を適
用することが望ましい政策と言えるのかということであ
る。確かに、税金で購入するサービス、税金を原資とし
た補助金を用いた事業において貧困に直面する労働者を
生み出してはならないという主張も一定の説得力を持
つ。しかしながら一方で、低所得者は、公契約サービス
従事者、補助金を受けた事業に従事する労働者だけでは
ない。こうした生活賃金の対象から漏れる人々は対象と
なる人々よりも多いと考えられるが、そうした人々に対
しても政策として公平性を確保する必要があると考えら
れる。

この場合、やはり、低所得者が従事する業種、職種、
会社、契約相手を問わず、公平に対応する政策としてま
ず挙げられるのが、最低賃金の引き上げである。しか
し、最低賃金の引き上げについても、生活賃金条例の効
果と同様に、雇用への負の影響、すなわち、最低賃金引
き上げによって、低スキルの労働者の雇用が失われるか
どうかについて、上記の David Neumark 教授を中心と
する研究とそれ以外の研究で、その結論は明確に分かれ
ている。

そうした中、Schmitt（2013）は、近年、”New Minimum 
Wage Research” と呼ばれる新たな研究結果が公表
さ れ て い る と し、 そ う し た 中 で、Doucouliagos and 
Stanley（2009）によるメタ・スタディについてのレ

ビューを紹介し、その含意を明らかにしている 30）。メ
タ・スタディは、他の研究者による非常に多くの分析の
データを一つにプーリングし、統計分析を行うもので、
Doucouliagos and Stanley (2009) は、最低賃金引き上げ
についての 1424 もの推計結果のうち非常に精緻な分析
のほとんどが、雇用への効果がほぼゼロのところに集中
していることを明らかにした。そして彼らは、「最低賃
金の引き上げからは、現実的にも、統計的にも雇用への
効果は無視できるものである」「雇用への著しく大きな
負の弾力性については公表セレクション（バイアス）に
ついての強い証拠があり、こうした公表セレクション効
果を除去すると、意味のある雇用への負の効果の証拠は
見出すことはできない」と結論付けている 31）。

さらに、Schmitt（2013）は、全米のカウンティごと
の雇用増加のトレンドをコントロールし、最低賃金引き
上げの雇用への効果を測定し、最低賃金引き上げの雇用
への影響はないとした Dube, Lester, and Reich（2010）
の研究をはじめとし、その他の最低賃金引き上げによる
雇用への影響がほとんどないとする近年の研究をレ
ビューしている 32）。こうした研究結果をどのように解
釈することができるかについて、Hirsch, Kaufman, and 
Zelenska（2011）の研究成果を援用しつつ、考えられう
る最低賃金引き上げの調整経路を整理している。3 つの
経済学理論モデル（競争モデル、制度モデル、ダイナ
ミック買い手独占モデル）を示しつつ、①労働時間の削
減、②医療保険料や年金積立金等の賃金以外の給付の削
減、③労働者への研修・訓練の削減、④雇用者構成の変
更、⑤製品への価格転嫁による価格引き上げ、⑥効率性
の改善（雇用者側が労働者へより高い業績を求める等に
よる）、⑦労働者からの「効率性賃金」の反応（労働者
がより勤勉に働くようになる）、⑧賃金体系の圧縮（企
業内の賃金分布の圧縮）、⑨企業利益の削減、⑩最低賃
金引き上げによる需要増、⑪離職・就職率の低下の 11
の調整経路の可能性を提示し、そうした中でも、離職・
就職率（Turnover）の低下による費用削減、最低賃金
引き上げにより、労働者が以前よりも勤勉に働くなるこ
とによる生産性の向上について強い証拠があるとしてい
る 33）。

一方、日本については、大竹・川口・鶴（2013）は、
日本の最低賃金引き上げが雇用へ負の影響を与えている
という研究結果が有力としている。

これまで述べてきたニューヨーク市を含むアメリカの
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生活賃金および最低賃金の研究結果を踏まえた日本へ示
唆は次の通りである。

まず、選択的かつ特定の労働者に高い最低賃金を設定
する公契約条例を低所得者対策として活用するのではな
く、労働者間の公平性の観点からはやはり、地域労働者
に一律に適用される最低賃金制度のあり方の見直しで対
処したほうが良い。雇用への負の影響をどう考えるかと
いうことがあるものの、日本においてもさらなる実証研
究が必要との前提の下、結局は低所得者への所得を企業
が負担するか、税支払者である国民、地域住民が負担す
るかという問題でもある。下で述べる給付付き税額控除
を導入することは、税支払者である国民、地域住民が負
担することを意味し、より高い賃金を支払う力があり、
巨額な利益を上げ、莫大な内部留保も有している企業に
対しても補助金を支出することと同じになる。

また、雇用に負の影響があるのならば、最低賃金引き
上げは全く No なのか、廃止すべきなのかという根本的
な問いが残る。また一方で、雇用への負の影響が軽微も
しくはほとんどゼロと考えられるのであるのなら、雇用
へ負の影響がないよう、最低賃金をどのような時間的視
野において、どのような引き上げ幅で、いくらまで引き
上げることができるのか、といった疑問も残る。

結局は、各企業、市場の労働需要の弾力性に依存す
る。地域により就業構造は大きく異なるため、全国一律
よりも、地域の就業構造、産業構造、経済状況に合わせ
て都道府県単位、あるいはさらに市単位での最低賃金の
設定という方向も今後検討に値するものと考えられる。
したがって、現行可能であるという理由から、公契約条
例という限定された特定の労働者に高い最低賃金を設定
するよりも、現行の最低賃金法を改正し、上記のよう
に、地域の経済状況を踏まえ、地域に対して、より実質
的な最低賃金決定の裁量を与えるようにすることの方が
望ましいと考える。また日本では、まだ導入されていな
い給付付き税額控除については、Rothstein（2009）が、
労働供給の増加のため、税引き後所得上昇分 1 ドル当た
り、23 セントが企業へ移転することになると指摘して
いるように 34）、必ずしも完璧な仕組ではない。最低賃
金か給付付き税額控除かという二者択一ではなく、将来
的には、給付付き税額控除を導入するとともに、最低賃
金制度と相互補完するように両者を関係づけることが重
要であろう。そして、当然のことながら、労働供給側の
政策、すなわち、低所得者が、失業から就業へ、低賃金

の職からより高い賃金を得られるように自らのスキル、
知識、能力を高める努力とそれを後押しする有効な支援
政策の組み合わせが重要である。
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付表
Local Laws of The City of New York for The Year 
2012
No. 37

経済開発のための財政支援を受けた事業者により開発さ
れた施設において雇用される労働者に対し、生活賃金の
支払いを保証することを求めることに関係して、ニュー
ヨーク市の管理コードの修正のため、次のように条例を
施行する。

Section 1. ニューヨーク市の管理コードのタイトルの第
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1 章は、次の新たなセクション 6-134 を加えるために修
正される。

§6-134　ニューヨーク市が財政的に支援を行った職場
における雇用者への生活賃金

a. このセクションは、「ニューヨーク市民のための公正
賃金条例（Fair Wages for New Yorkers Act）」とし
て知られ、引用されうる。

b. 定義　このセクションの目的のために、次の用語は次
の意味を有する。

（1）「市」はニューヨーク市とすべての下位の、あるい
は構成しているものあるいは人を意味する。

（2）「市の経済開発体」とは、地域開発会社、非営利会
社、公共の利益となる会社、あるいは経済開発利益
を提供もしくは管理する他の組織（entity）を意味
する。これらとともに、小企業サービス省が、
ニューヨーク市憲章セクション 1301 のサブディビ
ジョン 1 のパラグラフ b に従って、連結する役割
を担う。

（省略）

（4）「カバーされる雇用者（covered employer）」とは
次を意味する。

（a）財政支援受取者

（b）財政支援によって改善もしくは開発された不動産
施設を占有しており、50％以上の所有権を保有して
いる財政支援受取者の施設の借用者（tenant）、転
借者（subtenant）、借地者（leaseholder）、転借地
者（subleaseholder）

（c）土地使用権所有者（concessionaire）。このセクショ
ンの目的のために、土地使用権所有者は事業合意に
従って開発されるスタジアム、アリーナ、あるいは
いかなる他のスポーツ施設内で運営されている請負
契約者、下請け契約者、いかなるテナントも含む。

（d）財政支援を受けて開発されたもしくは改善された
施設内、財政支援受取者の施設内で 90 日以上の期
間にわたって業務を行う契約もしくは下請け契約を
財政支援受取者と結んだ人、組織（entity）。これ
ら は テ ン ポ ラ リ ー・ サ ー ビ ス、 人 材 紹 介 会 社

（staffing agencies）、フード・サービス請負契約者、
他の現場でのサービス請負契約者を含む。

（5）「被雇用者（employee）」とはニューヨーク市内の
「カバーされる雇用者」により雇用される人を意味
する。この定義に含まれるのは、フルタイム、パー
トタイム、一時的あるいは季節ベースで働く人、独
立請負契約者、派遣あるいは契約労働者等である。
しかし、もし財政支援が特定の不動産施設に対する
ものである場合は、その財政支援が関係する施設で
雇用される人のみが対象となる被雇用者である。

（省略）

（7）財政支援は、不動産施設の改善、開発、経済開発、
職の維持増加や他の同様の目的のために財政支援受
取者に対して提供される支援を意味する。それは、

（a）直接ニューヨーク市による、（b）間接的に
ニューヨーク市の経済開発機関により提供される。
またそれは全部もしくは一部分支払われる。財政支
援受取者がニューヨーク市もしくはニューヨーク市
の経済開発機関と事業合意する際に、総額 100 万ド
ル以上の現在金銭価値となることが期待される。財
政支援は、現金支払いの補助金、公社債金融、減税
あるいは免税（不動産施設、抵当権設定に関わる
税、売上および使用税、もしその不動産施設が税の
支払いから免除されなかった場合に支払わなければ
ならなかった税等の減免税）、開発後の税収増を返
済資金とする資金調達による支援（tax increment 
financing）、申請費用の免除、エネルギー費用の減
額、環境回復費、建築物や土地、リース物件の市場
価値の評価切り下げ等である。（以下、省略）

（省略）

（9）生活賃金は、時間当たりの生活賃金レートと健康保
険給付補助レートの合計を下回らない時間当たりの
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報酬パッケージを意味する。このセクションを加え
た条例の施行日から、生活賃金レートは時間当たり
10 ドル、健康保険給付補助レートを 1 ドル 50 セン
トとする。（中略）2013 年以降、生活賃金レートと
健康保険給付補助レートは、労働省の労働統計局が
公表している全項目についての消費者物価指数、医
療ケアの消費者物価指数それぞれの前年同月比上昇
率に基づいて調整される。調整される生活賃金レー
トと健康保険給付補助レートは、5 セント単位で四
捨五入される。そうした調整は毎年 1 月 1 日以前に
発表され、新しい生活賃金レートと健康保険給付補
助レートは毎年の 4 月 1 日に適用される。（以下、
省略）

（省略）

c. 求められる生活賃金（Living Wage Required）

（1）カバーされる雇用者は被雇用者に対して生活賃金以
上を支払う。

（2）このセクション下にある彼ら雇用者自身の義務を果
たすことに加え、財政支援受取者は、財政支援で改
善もしくは開発された不動産施設内で業務を行うす
べてのカバーされる雇用者達がこのセクションの他
の要件を満たし、生活賃金以上を彼らの従業員に支
払うことを確実にするよう協力する。

（3）このセクションの要件は、事業合意による事業の開
始日か、事業合意による事業が業務を開始する日の
どちらか遅い方の日から、財政支援の期間と 10 年
間のどちらか長い期間において、適用される。

d. 除外（Exemptions）

このセクション下で規定されている要件は、このセク
ションのサブディビジョンのパラグラフ 2 に示されてい
る報告要件に関わること以外に、次の主体あるいは人に
は適用されない。

（1）年間総収益が 500 万ドル未満の小企業雇用者。雇用
者が小企業としての資格があるか否かについて決定

する目的のために、親会社、子会社、あるいは共通
の親会社によって所有もしくはコントロールされて
いる会社の収益はすべて合算される。

（2）雇用者が NPO 組織

（3）事業地における主な業種が、北米産業分類システム
によって定義される製造業に該当する雇用者

（4）事業地において、住宅の占める割合が 75％を超え、
かつ、住宅の 75％以上が地域の中位所得の 125％を
下回らない家族向けのものといった事業地内で業務
を行う雇用者

（5）Food Retail Expansion to Support Health (FRESH)
プログラムに参加しているグローサリー・ストア

（6）雇用者が、監視員、警備員、ドア担当人、建物清掃
人、荷物運搬人、雑役人、管理人、庭師、グラウン
ド・キーパー、火を扱う人、エレベーター運転担当
者、窓清掃人等の業務を含む建設請負契約者、建物
サービス請負契約者

（以下、省略）

（ 出 所 ）New York City Council Legislation “Requiring the 
payment of a living wage to employees employed on 
property developed by recipients of financial assistance 
for economic development” のウェブサイトにある Local 
Law 37 の一部を抜粋し、筆者和訳
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